
　　下野庭町内会規約第５条１項の２号に基づき、下野庭町内会からの脱会を届け

　　出ます。

◇ 住所 　港南区

ＴＥＬ

◇ 世帯主　氏名 ㊞

◇ 組番号 組 （組長　　　　　　　　）

以上、　平成　　　年　　　月より脱会します。

　　下野庭町内会規第５条１項の２号に基づき、下野庭町内会からの脱会を届け

　　出ます。

◇ 住所 　港南区

ＴＥＬ

◇ 世帯主　氏名 ㊞

◇ 組番号 組 （組長　　　　　　　　）

以上、　令和　　　年　　　月より脱会します。

年　　　　月　　　　日

下野庭町内会会長　宛

下野庭町内会　脱会届

下野庭町内会会長　宛

年　　　　月　　　　日

下野庭町内会　脱会届


